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年 月 日 火曜日

山
生

法
第

旨
の施

山 口 県

平特土県

（定期）報

告生生指公 毎

第 号

名

名

称

多
敬
代

奥
原
鍼
灸
院

口
県
告
示
第
二
百
五
十
五
号

活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
指

届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
七
年
七
月
二
十
一
日

施

術
者
の

成
二
十
七
年
度
山
口
県
補
正
予
算
の

定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更

地
改
良
事
業
計
画
変
更
の
認
可
申
請

営
豊
田
地
区
農
村
地
域
防
災
減
災
事

告 目

次

示活
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
く
施
術
所

活
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
く
施
術
機

定
施
業
要
件
の
変
更
予
定
保
安
林
（

告 週
火
・
金
曜
日
発
行

所

在

地

柳
井
市
東
土
手
一
一
番
八
号

第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条

定
を
受
け
た
施
術
機
関
か
ら
次

山
口
県
知

術

所

要
領
の
公
表
（
財
政
課
）
…
…
…
…
…

の
認
証
の
申
請
（
県
民
生
活
課
）
…
…

に
係
る
決
定
（
農
村
整
備
課
）
…
…
…

業
計
画
書
の
縦
覧
（
農
村
整
備
課
）
…

示

の
廃
止
の
届
出
（
厚
政
課
）
…
…
…
…

関
の
指
定
（
厚
政
課
）
…
…
…
…
…
…

山
口
市
）
（
森
林
整
備
課
）
…
…
…
…

平
成
二
六
、

七
、
一
六

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

の
と
お
り
施
術
所
を
廃
止
し
た

事

村

岡

嗣

政

廃

止

年

月

日

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

平 成 年
月 日

（火曜日）

字
河
原
ケ
迫
八
〇
〇
、
字
芝

八
六
九
、
字
河
原
畠
八
七
七

当
上
一
五
一
の
一
、
字
柳
谷

二
、
字
丸
淵
下
二
二
三
の
一

四
、
字
狼
岩
二
二
九
の
一
、

ケ
迫
二
八
九
の
一
（
次
の
図

一
〇
か
ら
三
一
二
ま
で
、
字

ら
三
八
八
ま
で
、
字
宮
ケ
迫

谷
四
二
三
の
二
、
字
船
谷
陰

る
。
）
、
字
足
谷
六
三
一
の

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
農

予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ

平
成
二
十
七
年
七
月
二
十

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
予

山
口
市
徳
地
三
谷
字
平
原

一
三
四
か
ら
一
三
七
ま
で
、

四
ま
で
、
一
四
〇
、
字
別
当

氏
名

名

村
田

正
明

み
と
う
整
骨
院

倉
橋

方
士

ひ
ま
わ
り
整
骨

山
口
県
告
示
第
二
百
五
十
七

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法

山
口
県
告
示
第
二
百
五
十
六

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五

た
め
の
施
術
を
担
当
さ
せ
る
機

平
成
二
十
七
年
七
月
二
十

施

施
術
者
の

八
一
〇
、
字
垰
根
日
平
八
一
八
、

、
字
道
祖
ケ
原
八
八
六
、
字
林
八

一
七
九
、
字
大
滝
二
〇
八
の
一
、

（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。

字
萩
尾
二
二
九
の
二
、
二
二
九
の

に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
字
巣

道
谷
日
平
三
三
四
、
字
道
谷
陰
三

日
平
三
八
九
、
三
九
〇
、
三
九
二

五
二
三
の
四
、
字
足
谷
陰
六
三
〇

二
、
字
足
谷
日
平
六
三
二
の
二
、

林
水
産
大
臣
か
ら
保
安
林
の
指
定

た
。

一
日

山
口

定
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

二
八
、
字
橋
ケ
谷
五
三
、
字
家
成

一
三
七
第
一
、
一
三
七
第
二
、
一

下
一
四
七
、
一
四
八
の
一
、
一
四

称

所

在

美
祢
市
美
東
町
大
田
五
四

一

院

熊
毛
郡
田
布
施
町
大
字
下

八
四
四
の
三

号
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三

号
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十

関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

一
日

山
口

術

所

一

字
垰
根
陰
八
一
九
の
一
、
字
松
ケ

九
八
の
一
、
字
大
羽
高
陰
九
二
六

字
丸
淵
上
二
二
二
の
一
、
二
二
二

）
、
二
二
三
の
二
、
字
丸
淵
二

四
、
字
国
木
原
二
二
九
の
三
、
字

垣
陰
三
〇
〇
か
ら
三
〇
八
ま
で
、

四
三
の
一
、
字
宮
カ
迫
陰
三
八
六

の
一
、
字
宮
ケ
迫
三
九
一
、
字
金

の
一
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に

字
古
屋
敷
七
六
八
、
字
西
七
八
一

施
業
要
件
を
次
の
よ
う
に
変
更
す

県
知
事

村

岡

嗣

政

迫
七
一
、
字
大
浴
八
七
、
字
海
老

三
八
、
一
三
九
の
一
か
ら
一
三
九

八
の
二
、
一
四
九
、
一
五
〇
、
字

指

定

年

月

日

地
三
九
の

平
成
二
七
、

四
、
一

田
布
施

平
成
二
六
、
一
一
、

条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

五
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助

県
知
事

村

岡

嗣

政

原か の二西三かケ限、 る根の別 五五第 の

告

示



平

予

成 年 月 日 火曜日

平

２

予 １
第

歳

山 口

（
二平

領
は

（定期）県 報

産
部

第 号

ら字二九
二三

、
は

額
金

の
算

入
歳

表
１

第

平
成
二
十
七
年
七
月
二
十
一
日

成
平

成

山
度

年

計
会

般
一

の
県

口
山

度
年

）
正

補
の

算
予

出
歳

入

補

額
総

の
算

予
出

歳
入

歳
条

歳
入

歳
を

額
総

の
算

、
に

予
出

歳
入

歳

れ
ぞ

れ
そ

出

の
項

款
の

正
補

の
算

公

一
七
）
平
成
二
十
七
年
度
山
口
県

成
二
十
七
年
六
月
山
口
県
議
会
定

、
次
の
と
お
り
で
す
。

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り

森
林
整
備
課
及
び
山
口
市
経
済
産

九
二
八
ま
で
、
字
台
道
向
一
〇
一

笹
ケ
谷
一
一
六
八
・
字
袈
裟
岩
向

・
字
中
河
内
一
二
三
九
・
一
二
四

筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵
養

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

る
よ

に
」

正
補

算
予

出
歳

。

山
口
県
知

算
予

正
補

計
会

般
一

県
口

算
予

正

１
第

歳

定
に

次
、

は
）

号
１

第

れ
ぞ

れ
そ

出
歳

入

び
及

分
区

。
る

す
と

円
千

額
金

の
と

ご
分

区
該

当 告

補
正
予
算
の
要
領
の
公
表

例
会
で
議
決
さ
れ
た
平
成
二
十

め
な
い
。

と
が
で
き
る
立
木
は
、
山
口
市

と
お
り
と
す
る
。

栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及

業
部
農
林
政
策
課
に
備
え
置
い

四
、
字
烏
帽
子
岩
一
〇
二
三
、

一
一
九
四
・
一
一
九
五
の
一
・

〇
の
一
・
字
九
鬼
陰
一
二
五
二

に
限
る
。
）
、
字
藤
ケ
谷
陰
一

事

村

岡

嗣

政

る
よ

に
ろ

こ
と

る
め

）
号

入
歳

、
し

加
追

を
円

千

。

歳
の

後
正

補
に

び
並

出
歳

出
歳
入

七
年
度
山
口
県
補
正
予
算
の
要

森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

び
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林
水

て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

字
御
所
ケ
谷
一
一
五
九
の
三
、

字
呼
岩
向
一
二
〇
一
・
一
二
〇

の
一
・
一
二
五
二
の
二
（
以
上

二
七
〇
の
一
、
一
二
七
〇
の
三
担
負

務
債

表
２
第

合
出

歳

加
追

正
補

為
行

期
項

事

童
児

４

会
社
１

費
生

民
３５

医
８

衆
公
１

費
生

衛
４

委
３

費
業
職

２

費
働

労

金
基

２

金
入

繰

出
歳

合
入

歳

繰
１

金
越

繰

款

）
正
補
の
為

行
担
負
務

債

の
為
行
担
負

務
債

条
２
第

予
出
歳

入
歳

表
１
第

加
追

支
庫

国
９

款

入
歳

正
補

算

計

庫
国
２

庫
国

１

金
出

限
間 費

祉
福

費
祉

福

費
生

衛

費
薬

発
開
力

能

金
託

金
入

繰

金
越計 、
は

額
正

補
項 項

為
行

担
負

務
債

表
２

第

額
正

補

金
担

負

金
助

補

額
度

に
」

正
補

計
額

の
前
正

補

。
る

よ

額
の

前
正

補

）
円

千
位
単

計

二

公

告



平成 年 月 日 火曜日

一
下

二三

山 口 県

（
二次

九
十

あ
る

に
よ

覧
に

（定期）報

一二

第 号

（
二特

と
お変

書
及

課
及

山
口
県
農
林
水
産
部
農
村
整
備
課

平
成
二
十
七
年
七
月
二
十
一
日

事
業
の
内
容

土
地
改
良
区
の
名
称

関
土
地
改
良
区

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
七
年
七
月
二
十
二
日
か

縦
覧
の
場
所

一
九
）
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変

の
土
地
改
良
事
業
の
計
画
の
変
更

五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お

と
決
定
し
た
の
で
、
同
法
第
四
十

り
、
そ
の
決
定
に
係
る
変
更
さ
れ

供
し
ま
す
。

平
成
二
十
七
年
七
月
二
十
一
日

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
七
年
六
月
二
十
六
日

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法

名

称

特

代

表

者

の

氏

名

大

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

山

一
八
）
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の

定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款

更
後
の
定
款
並
び
に
当
該
定
款
の

び
活
動
予
算
書
は
、
平
成
二
十
七

び
山
口
県
山
口
県
民
局
に
お
い
て

山
口
県
知

施
行
地
区

王
司
地
区

土

ら
同
年
八
月
十
日
ま
で

更
の
認
可
の
申
請
に
係
る
決
定

の
認
可
の
申
請
は
、
土
地
改
良

い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
条
第

八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す

た
土
地
改
良
事
業
計
画
書
及
び

山
口
県
知

人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及

定
非
営
利
活
動
法
人
み
ん
な
の

田

博
司

口
市
小
郡
下
郷
一
六
二
六
番
地

定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請

年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条

の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
り

変
更
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度

年
八
月
二
十
六
日
ま
で
の
間
、

公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

事

村

岡

嗣

政

事
業
の
種
類

地
改
良
施
設
の
管
理

法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
適
当
で

る
同
法
第
八
条
第
六
項
の
規
定

定
款
の
写
し
を
次
の
と
お
り
縦

事

村

岡

嗣

政

び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

ふ
る
さ
と

の
六

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

ま
し
た
。

及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画

山
口
県
環
境
生
活
部
県
民
生
活

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

県
営
豊
田
地
区
農
村
地
域

二

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
七
年
七
月
二
十

三

縦
覧
の
場
所

山
口
県
農
林
水
産
部
農
村

（
二
二
〇
）
県
営
豊
田
地
区
農

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四

豊
田
地
区
農
村
地
域
防
災
減
災

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

平
成
二
十
七
年
七
月
二
十

防
災
減
災
事
業
計
画
書
の
写
し

二
日
か
ら
同
年
八
月
十
日
ま
で

整
備
課

村
地
域
防
災
減
災
事
業
計
画
書
の

年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十

事
業
を
行
う
た
め
の
土
地
改
良
事

り
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

一
日

山
口

三

縦
覧

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県

業
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第

県
知
事

村

岡

嗣

政

営五



平
成
二

平
成
二
十
七
年
七
月
二
十
一
日
印
刷

十
七
年
七
月
二
十
一
日
発
行

発
行
所

山

口

発
行
人

山
口
県
県

庁
知
事


